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毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県漁港管理条例及 風致地区内 建築等 規制 関 条例 一部 改正

条例（ ）（漁港課）……………………………………………………………………………………

鳥取県土木事務所設置条例 一部 改正 条例（ ）（管理課）………………………………

鳥取県流水占用料等徴収条例及 鳥取県国有地使用料徴収条例 一部 改正 条例（ ）

（河川砂防課）…………………………………………………………………………………………

鳥取県屋外広告物条例 一部 改正 条例（ ）（都市計画課）………………………………

鳥取県都市計画審議会条例 一部 改正 条例（ ）（〃）……………………………………

鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例（ ）（警察本部警務課）………………………

鳥取県教育研修 ー設置条例 一部 改正 条例（ ）

（教育委員会事務局総務福利課）……………………………………………………………………

◇鳥取県漁港管理条例及 風致地区内 建築等 規制 関 条例 一部 改正 条例

次 掲 条例 、漁港法 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。

（ ） 鳥取県漁港管理条例

（ ） 風致地区内 建築等 規制 関 条例

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県土木事務所設置条例 一部 改正 条例

土木事務所 名称 地方県土整備局 改 。（題名、第 条～第 条関係）

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 職員 特殊勤務手当 関 条例 所要 改正 行 。

◇鳥取県流水占用料等徴収条例及 鳥取県国有地使用料徴収条例 一部 改正 条例

鳥取県流水占用料等徴収条例 一部改正

流水占用料等 減免 場合 次 掲 場合 加 。（第 条関係）

（ ） 農業、林業又 漁業 経営上必要不可欠 認 用途 供 流水又 土地 占用

。

（ ） 日常生活上必要不可欠 認 通路（橋 含 。） 設置 土地 占用 。

鳥取県国有地使用料徴収条例 一部改正

（ ） 国有地 係 使用料 減免 場合 次 掲 場合 加 。（第 条

関係）

林業 経営上必要不可欠 認 工作物 設置 国有地 使用 。
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区 分
定 員

改 正 後 現 行

警 察 官 人 人

警 視 人 人

警 部 人 人

警部補・巡査部長 人 人

巡 査 人 人

1,140 1,130

60 60

123 122

628 622

329 326

イ と められる を む を するため を するとき

に る の に る を めることとした

この は から することとした

の を する

の に う の の を うこととした の

この は の から することとした

の を する

の の を のとおり することとした

のある のうちから する の を とすること

の のうちから する の を とすること

この は から することとした

の を する

の び を のように めることとした

の のうち の を の に り えることができる の を の

から までの とすることとした

その の の を うこととした

この は から することとした

センタ の を する

センタ の を センタ に することとした

この は から することとした

び における の に する の を する をここに す

る

び における の に する の を する

日常生活上必要不可欠 認 通路（橋 含 。） 設置 国有地 使用 。

（ ） 発電 係 工作物 設置 係 占用料 定 。（別表関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県屋外広告物条例 一部 改正 条例

職業能力開発促進法 一部改正 伴 所要 規定 整備 行 。（第 条 関係）

条例 、公布 日 施行 。

◇鳥取県都市計画審議会条例 一部 改正 条例

鳥取県都市計画審議会 委員 定数 次 改正 。（第 条関係）

（ ） 学識経験 者 任命 委員 上限 名（現行 名） 。

（ ） 関係行政機関 職員 任命 委員 上限 名（現行 名） 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例

警察官 定員及 階級別定員 次 改 。（第 条関係）

一般職員 定員 一定 人員 警察官 定員 振 替 制度 実施期間 当分 間

（現行 平成 年 月 日 平成 年 月 日 間） 。（附則関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県教育研修 ー設置条例 一部 改正 条例

鳥取県教育研修 ー 名称 鳥取県教育 ー 変更 。（題名、第 条、第 条

関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県漁港管理条例及 風致地区内 建築等 規制 関 条例 一部 改正 条例 公布

。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県漁港管理条例及 風致地区内 建築等 規制 関 条例 一部 改正 条例
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改 正 後 改 正 前

（目的）

第 条 条例 、漁港漁場整備法（昭和 年法律第

号。以下「法」 。） 規定 基 、県 管

理 漁港 維持管理 、必要 事項 定

目的 。

（停 泊禁止区域）

第 条 知事 、漁港区域内 水域 利用 適正 行

必要 認 、法第 条第 項

規定 指定 区域内 水域 一部 停 泊

禁止区域 指定 。

略

（公益上 必要 許可 取消等及 損失補償）

第 条 知事 、法第 条第 号 掲 事業 他

漁港 工事 施行又 漁港 維持管理 、特 必

要 認 、第 条第 項 規定

承認又 第 条第 項 規定 許可 受 者

対 、前条 規定 処分 、又 同条 規定

必要 措置 命 。

略

（土砂採取料等）

第 条 漁港 区域内 水域（県以外 者 権原

基 管理 土地 係 水域 除 。）及 公共空

地 法第 条第 項 規定 採取又 占用

許可 受 者（以下「採取者等」 。） 、

別表第 掲 土砂採取料又 占用料（以下「土砂

採取料等」 。） 納付 。

～ 略

（目的）

第 条 条例 、漁港法（昭和 年法律第 号）

規定 基 、県 管理 漁港 維持管理 、

必要 事項 定 目的 。

（停 泊禁止区域）

第 条 知事 、漁港区域内 水域 利用 適正 行

必要 認 、漁港法第 条第

項 規定 指定 区域内 水域 一部 停

泊禁止区域 指定 。

略

（公益上 必要 許可 取消等及 損失補償）

第 条 知事 、漁港修築事業 他 漁港 工事 施

行又 漁港 維持管理 、特 必要 認

、第 条第 項 規定 承認又 第 条

第 項 規定 許可 受 者 対 、前条 規

定 処分 、又 同条 規定 必要 措置 命

。

略

（土砂採取料等）

第 条 漁港 区域内 水域（県以外 者 権原

基 管理 土地 係 水域 除 。）及 公共空

地 漁港法第 条第 項 規定 採取又

占用 許可 受 者（以下「採取者等」 。）

、別表第 掲 土砂採取料又 占用料（以下

「土砂採取料等」 。） 納付

。

～ 略
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（鳥取県漁港管理条例 一部改正）

第 条 鳥取県漁港管理条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該

改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分

加 。

（風致地区内 建築等 規制 関 条例 一部改正）

第 条 風致地区内 建築等 規制 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

～ 略

漁港漁場整備法（昭和 年法律第 号）第 条

第 号 掲 基本施設若 同条第 号 及

掲 機能施設 関 工事 施行又 漁港施

設 管理 係 行為

～ 略

別表第 （第 条関係）

～ 略

漁港法（昭和 年法律第 号）第 条第 号

掲 基本施設又 同条第 号 及 掲 機

能施設 関 工事 施行又 漁港施設 管理 係

行為

～ 略

改 正 後 改 正 前

鳥取県土木事務所設置条例

（設置）

第 条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 規定 基 、土木及 建築 関 事務 所

掌 、土木事務所 設置 。

（名称、位置及 所管区域）

第 条 土木事務所 名称、位置及 所管区域 、次

。

名 称 位 置 所管区域
鳥取県鳥取土木事務所 鳥取市 鳥取市、岩美郡

及 気高郡
鳥取県郡家土木事務所 八頭郡郡

家町
八頭郡

鳥取県倉吉土木事務所 倉吉市 倉吉市及 東伯
郡

鳥取県米子土木事務所 米子市 米子市、境港市
及 西伯郡

（委任）

鳥取県地方県土整備局設置条例

（設置）

第 条 地方自治法（昭和 年法律第 号）第 条第

項 規定 基 、土木及 建築 関 事務 所

掌 、地方県土整備局 設置 。

（名称、位置及 所管区域）

第 条 地方県土整備局 名称、位置及 所管区域 、

次 。

名 称 位 置 所管区域
鳥取県鳥取地方県土整
備局

鳥取市 鳥取市、岩美郡
及 気高郡

鳥取県八頭地方県土整
備局

八頭郡郡
家町

八頭郡

鳥取県倉吉地方県土整
備局

倉吉市 倉吉市及 東伯
郡

鳥取県米子地方県土整
備局

米子市 米子市、境港市
及 西伯郡

（委任）
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附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県土木事務所設置条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県土木事務所設置条例 一部 改正 条例

鳥取県土木事務所設置条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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第 条 条例 定 、土木事務所 関

必要 事項 、規則 定 。

第 条 条例 定 、地方県土整備局

関 必要 事項 、規則 定 。

改 正 後 改 正 前

（災害応急作業手当）

第 条 災害応急作業手当 、職員 次 掲 作業

従事 支給 。

（ ） 略

（ ） 地方県土整備局 勤務 職員 、洪水警戒体

制時 ー 操作 行 、貯留

流水 放流 作業

（ ） 略

～ 略

（災害応急作業手当）

第 条 災害応急作業手当 、職員 次 掲 作業

従事 支給 。

（ ） 略

（ ） 土木事務所 勤務 職員 、洪水警戒体制時

ー 操作 行 、貯留 流水

放流 作業

（ ） 略

～ 略

改 正 後 改 正 前

（流水占用料等 減免）

第 条 知事 、次 各号 該当 場合 、

流水占用料等 減免 。

（ ） 略

（流水占用料等 減免）

第 条 知事 、次 各号 該当 場合 、

流水占用料等 減免 。

（ ） 略
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したときに する

に する が

においてダムのゲ ト を い された

を する

は が に げる に

したときに する
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の
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を することができる

の

は の のいずれかに する は

を することができる

35 35

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（職員 特殊勤務手当 関 条例 一部改正）

職員 特殊勤務手当 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

鳥取県流水占用料等徴収条例及 鳥取県国有地使用料徴収条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県流水占用料等徴収条例及 鳥取県国有地使用料徴収条例 一部 改正 条例

（鳥取県流水占用料等徴収条例 一部改正）

第 条 鳥取県流水占用料等徴収条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動号」 。） 対応

同表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動後号」 。） 存在 場

合 、当該移動号 当該移動後号 、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号

（以下 条 「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。） 同表 改正後 欄中下線 引 部分

（号 表示及 追加号 除 。） 改 。

１ ４ １

２

３

１

この は から する

の に する の

の に する の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

び の を する をここに する

び の を する

の

の を のように する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には

この において という を える

の の の が かれた の を く を の の が かれた

の び を く に める

14

27 39

14 29

12 31

鳥取県条例第 号33



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 416 ３

（ ） 農業、林業又 漁業 経営上必要不可欠 認

用途 供 流水又 土地 占用

。

（ ） 日常生活上必要不可欠 認 通路（橋

含 。） 設置 土地 占用 。

（ ） 前 号 掲 場合 、知事 特 必要

認 。

（ ） 前号 掲 場合 、知事 特 必要 認

。

改 正 後 改 正 前

（使用料 減免）

第 条 知事 、次 各号 該当 場合 、

占用料又 採取料 減免 。

（ ） 略

（ ） 農業、林業又 漁業 経営上必要不可欠 認

工作物 設置 国有地 使用 。

（ ） 日常生活上必要不可欠 認 通路（橋

含 。） 設置 国有地 使用 。

（ ） 前 号 掲 場合 、知事 特 必要

認 。

別表（第 条関係）

占用料

区 分

占 用 料

単位
金 額

市 区域 町村 区域

工作物

設置

伴

略

通路（橋

含 。）

占用面

積 平

方 ー

年

円 円

発電 係

工作物

当該工作物 建設 要 経費

等 勘案 知事 定 額

（使用料 減免）

第 条 知事 、次 各号 該当 場合 、

占用料又 採取料 減免 。

（ ） 略

（ ） 農業又 漁業 経営上必要不可欠 認

工作物 設置 国有地 使用 。

（ ） 前 号 掲 場合 、知事 特 必要

認 。

別表（第 条関係）

占用料

区 分

占 用 料

単位
金 額

市 区域 町村 区域

工作物

設置

伴

略

通路（橋

含 。）

占用面

積 平

方 ー

年

円 円

２

３

４ ３ ２

３

１

２

３

４ ３

２

１

１

１

３

１

２

３ ２

２

１

１

１

は の と め

られる に するため は を すると

き

と められる を

む を するため を するとき

に げる のほか が に と

めたとき

に げる のほか が に と

めたとき

の

は の のいずれかに する は

は を することができる

は の と め

られる を するため を するとき

と められる を

む を するため を するとき

に げる のほか が に と

めたとき

の の

の

を う

もの
を む

メ

トルに

つき

に

る

の に する

を して が める

の

は の のいずれかに する は

は を することができる

は の と められる

を するため を するとき

に げる のほか が に と

めたとき

の の

の

を う

もの
を む

メ

トルに

つき

150 90 150 90

（鳥取県国有地使用料徴収条例 一部改正）

第 条 鳥取県国有地使用料徴収条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動号」 。） 対応

同表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下 条 「移動後号」 。） 存在 場

合 、当該移動号 当該移動後号 、移動後号 対応 移動号 存在 場合 、当該移動後号

（以下 条 「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下 条 「改正部分」 。）

当該改正部分 対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加号 除 。） 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。

の

の を のように する

の の の の に が かれた この において という に する

の の の に が かれた この において という が する

には を とし に する が しない には

この において という を える

の の の が かれた の を く この において という

を に する の の が かれた の び を く に める

の の の の で まれた を の の の の で まれた に める

２ 12 29



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 41 7３

建物 占用面

積 平

方 ー

年

円 円

他

工作物

円 円

略

略

備考 略

建物 円 円

他

工作物

円 円

略

略

備考 略

改 正 後 改 正 前

（講習会修了者等 設置）

第 条 屋外広告業 営 者 、 営業所 、

前条第 項 講習会 課程 修了 者又 次

該当 者（以下「講習会修了者等」 。）

置 。

（ ） 略

（ ） 職業能力開発促進法（昭和 年法律第 号）第

条 規定 公共職業訓練若 同法第 条第

項 規定 認定職業訓練 広告美術科 係

修了 者、同法第 条第 項 職業訓練指導

員 免許 広告美術科 係 受 者又 同

法第 条第 項 技能検定 広告美術仕上 係

合格 者

（ ） 略

略

（講習会修了者等 設置）

第 条 屋外広告業 営 者 、 営業所 、

前条第 項 講習会 課程 修了 者又 次

該当 者（以下「講習会修了者等」 。）

置 。

（ ） 略

（ ） 職業能力開発促進法（昭和 年法律第 号）第

条 規定 公共職業訓練若 同法第 条第

項 規定 認定職業訓練 広告美術科 係

修了 者、同法第 条第 項 職業訓練指導

員 免許 広告美術科 係 受 者又 同

法第 条第 項 技能検定 広告美術仕上 係

合格 者

（ ） 略

略

１

１

２ ２

５

１

１

２

３

１

１

３

２

５

１

１

２

３

１

１

３

２

メ

トルに

つきその の その の

の

の を む は その ごとに

の の を した は のいず

れかに する という

を かなければならない

に する しくは

に する で に るも

のを した の

の で に るものを けた は

の で げに る

ものに した

の

の を む は その ごとに

の の を した は のいず

れかに する という

を かなければならない

に する しくは

に する で に るも

のを した の

の で に るものを けた は

の で げに る

ものに した

260 180

260 180

260 180

260 180

10

44 64

20 24

28

44

10

44 64

20 24

28

62

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県屋外広告物条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県屋外広告物条例 一部 改正 条例

鳥取県屋外広告物条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

この は の から する

14

14 29

37 31

４ １

３

鳥取県条例第 号34



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 418 ３

改 正 後 改 正 前

（委員）

第 条 委員 、次 各号 掲 者 、

当該各号 定 数 範囲内 、知事 任

命

（ ） 学識経験 者 人

（ ） 関係行政機関 職員 人

（ ）～（ ） 略

及 略

（委員）

第 条 委員 、次 各号 掲 者 、

当該各号 定 数 範囲内 、知事 任

命

（ ） 学識経験 者 人

（ ） 関係行政機関 職員 人

（ ）～（ ） 略

及 略

３

１

２ ２

３ ５

２ ３

３

１ ７

２ ７

３ ５

２ ３

は の に げる のうちから それ

ぞれ に める の において が

する｡

のある

の

び

は の に げる のうちから それ

ぞれ に める の において が

する｡

のある

の

び

12

鳥取県都市計画審議会条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県都市計画審議会条例 一部 改正 条例

鳥取県都市計画審議会条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県警察職員定員条例 一部 改正 条例

鳥取県警察職員定員条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「削除項」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（削除項 除 。以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対

応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた という を る

の の の が かれた を く という を に

する の の が かれた に める

の の の の で まれた を る

14 29

44 27

14

14 29

32 14

３

４ １

３

鳥取県条例第 号

鳥取県条例第 号

35

36



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 41 9３

改 正 後 改 正 前

（定員）

第 条 職員 定員 、次 掲 。

（ ） 警察官 人

警視 人

警部 人

警部補・巡査部長 人

巡査（警察教養施設 新任者 教育

訓練中 含 。） 人

（ ） 略

及 略

附 則

～ 略

平成 年 月 日 平成 年 月 日 間、

第 条第 項及 雇用機会創出 知事等及 職

員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支援基金 設置

並 職員 定数等 特例 関 条例（平成 年鳥

取県条例第 号）第 条 規定 、

規定 定 一般職員 定員 次 表 左欄

掲 期間 区分 応 同表右欄 掲 員数以内

人員 、 規定 定 警察官 定員 振

替 。 場合 、振替後 第

条第 項第 号 掲 警察官 階級

別定員 、 振替後 警察官 定員 基 警

察法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 規定

階級別定員 基準 算出 人員 。

期 間 振替人員

平成 年 月 日 平成 年 月 日 人

平成 年 月 日 平成 年 月 日 人

平成 年 月 日 平成 年 月 日 人

平成 年 月 日 平成 年 月 日 人

平成 年度及 平成 年度 限 、山陰・夢

博覧会 推進 関 業務 従事 鳥取県職員

定数条例（平成 年 月鳥取県条例第 号）附則第

項 規定 知事 定 団体 派遣 職員

、第 条第 項 規定 、警察本

部長 承認 得 、同条第 項各号 定 定員 外

置 。

（定員）

第 条 職員 定員 、次 掲 。

（ ） 警察官 人

警視 人

警部 人

警部補・巡査部長 人

巡査（警察教養施設 新任者 教育

訓練中 含 。） 人

（ ） 略

及 略

附 則

～ 略

当分 間、第 条第 項及 雇用機会創出

知事等及 職員 給与 特例、鳥取県雇用機会創出支

援基金 設置並 職員 定数等 特例 関 条例

（平成 年鳥取県条例第 号）第 条 規定

、 規定 定 一般職員 定員

人以内 人員 、 規定 定 警察官 定

員 振 替 。 場合 、振

替後 第 条第 項第 号 掲 警察

官 階級別定員 、 振替後 警察官 定員

基 警察法施行令（昭和 年政令第 号）第 条

規定 階級別定員 基準 算出 人員

。

２

１

２

２ ３

１ ３

４ ７ ４ １ ３

２ １

２ １ １

７

７ ４ １ ３

４ １ ３

４ １ ３ ７

４ １ ３ ４

５ ８ ９

６ ３ ４ ２

２ ２

１

２

１

２

２ ３

１ ３

４ ２ １

２ １ １

７

の は に げるとおりとする

ア

イ

ウ

エ において として

のものを む

び

から までの

び のための び

の の の

びに の の に する

の にかかわらず これ

らの に める の のうち の の

に げる の に じ に げる

の を これらの に める の に り

えることができる この において の

アからエまでに げる の

は それぞれ の の に づき

に す

る の により した とする

から
まで

から
まで

から
まで

から
まで

び に り みなと

の に する に するため

に する が める に している に

ついては の にかかわらず

の を て に める の

に くことができる

の は に げるとおりとする

ア

イ

ウ

エ において として

のものを む

び

の び のための

び の の

の びに の の に する

の にかか

わらず これらの に める の のうち

の を これらの に める の

に り えることができる この において

の アからエまでに げる

の は それぞれ の の に

づき

に する の により した とす

る

1,130

60

122

622

326

17 31

14

17

29 151

14 31 13

14 15 31 10

15 16 31

16 17 31

1,140

60

123

628

329

14 17

13

29 151

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。この は から する14 ４ １



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 29 4110 ３

改 正 後 改 正 前

鳥取県教育研修 ー設置条例

（設置）

第 条 本県 教育 充実 振興 図 、

地方教育行政 組織及 運営 関 法律（昭和 年

法律第 号）第 条 規定 基 、鳥取県教育研

修 ー（以下「研修 ー」 。） 鳥取

市 設置 。

（職員）

第 条 研修 ー 、事務職員、技術職員 他

所要 職員 置 。

鳥取県教育 ー設置条例

（設置）

第 条 本県 教育 充実 振興 図 、

地方教育行政 組織及 運営 関 法律（昭和 年

法律第 号）第 条 規定 基 、鳥取県教育

ー（以下「教育 ー」 。） 鳥取市

設置 。

（職員）

第 条 教育 ー 、事務職員、技術職員 他

所要 職員 置 。
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鳥取県教育研修 ー設置条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県教育研修 ー設置条例 一部 改正 条例

鳥取県教育研修 ー設置条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。
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